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一時預かり事業の「利用可能施設」と「利用料無償化」の判定フロー 

 

 
唐津市内で一時預かりを利用したい 

認可の保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業所、 

認可外の企業主導型保育施設に入所している 

出産や介護による 

一時的な里帰りだ 

家庭保育が難しい理由（共働き等）が

あり、次のいずれかに該当する 

▶ 利用児童が今年度４月１日時点で 

３歳以上 

▶ 住民税非課税の世帯 

利用可能施設 Ａ・Ｂ 

利用料無償化 できない 

利用可能施設 Ｂ 

利用料無償化 できない 

利用可能施設 Ａ・Ｂ 

利用料無償化 できる（Ａのみ） 

◎利用可能施設Ａ・Ｂについて 

「一時預かり事業実施施設一覧」をご確認ください。 

利用する際は、利用希望の施設へ直接申込みをしてください。 

 

◎利用料無償化について 

利用料無償化のためには、一時預かりの利用前に「施設等利用給付の

認定申請」の手続きをお住まいの自治体へ行う必要があります。 

詳細は、お住まいの自治体の保育担当部署へお尋ねください。 

 

唐津市保健福祉部 こども家庭課 

電話 ０９５５‐７２‐９１５１ 


